
京都市内で太陽光発電装置を設置される方へ 

太陽光発電装置を設置される場合は 

景観規制の手続が必要になります 
  
   京都市内で太陽光発電装置を設置される場合は，景観法や京都市風致地区条例等による景観規制を 

受ける場合がありますので，あらかじめ規制内容等を御確認のうえ，必要な手続を行ってください。 

   
【太陽光発電装置に関する景観規制について】 

 
１ 規制区域   規制区域は，京都市の担当課に備え付けの縦覧図，又はホームページで確認でき 

ますので，御利用ください。 

（ホームページでの確認方法） 

都市計画情報検索ページ（http://www5.city.kyoto.jp/tokeimap/）で町名又は地図 

から計画地を検索のうえ，「景観保全」・「眺望景観」をクリックしてください。 

 
２ 規制内容   地域・地区ごとに太陽光発電装置の設置位置や形態意匠に関する基準があります。 

        規制内容の概要については，裏面を御覧ください。 

 

 ３ 必要な手続  太陽光発電装置の設置に先立ち手続を行う必要があります。手続方法は，地域・ 

地区ごとに異なりますので，担当課の窓口，又はホームページで御確認ください。 

（ご注意） 

京都市や経済産業省が実施する太陽光発電装置の導入に係る補助金等の交付申請 

をされる場合は，交付申請に先立ち，景観規制の手続を済ませるようお願いします。 

           

【担当課と手続窓口】 

 〒604－8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 京都市役所北庁舎２階 

（美観地区・美観形成地区，建造物修景地区の場合） 

都市計画局都市景観部 市街地景観課 (http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/soshiki/9-2-2-0-0_5.html) 
電話（０７５）２２２－３４７４ 

（風致地区，歴史的風土特別保存地区の場合） 

都市計画局都市景観部 風致保全課 (http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/soshiki/9-2-3-0-0.html) 
電話（０７５）２２２－３４７５ 

（伝統的建造物群保存地区の場合） 

都市計画局都市景観部 景観政策課 (http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/soshiki/9-2-1-0-0.html) 
電話（０７５）２２２－３３９７ 

（眺望空間保全区域，近景デザイン保全区域，遠景デザイン保全区域の場合） 

 風致地区以外の市街化区域にある場合：都市計画局都市景観部 市街地景観課 
風致地区，市街化調整区域にある場合：都市計画局都市景観部 風致保全課 
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１ 建築物に太陽光発電装置を設置する場合の基準（概要） 

 一 美観地区・美観形成地区内では 

（歴史遺産型美観地区以外の地区の場合） 

・屋根材と一体に見えるもので，その色彩が屋根の色彩と調和したものであること。 

ただし，公共用空地＊から見えない場合はこの限りではありません。 

・太陽光発電装置の最上部が，建築物の最上部を超えないこと。 

・規模及び形態等が周辺の町並みの景観と調和したものであること。 

（歴史遺産型美観地区の場合） 

・屋根材と一体のもので，その色彩が屋根の色彩と調和したものであること。 

・規模及び形態等が周辺の町並みの景観と調和したものであること。 

 ※歴史的な町並みや伝統的な建築物が残る地域では，屋根材と一体のものであっても公共用空地＊ 

から見える場所には設置できない場合があります。 

二 建造物修景地区内では 

・屋根材と一体に見えるもので，その色彩が屋根の色彩と調和したものであること。 

ただし，公共用空地＊から容易に見えない場合はこの限りではありません。 

・太陽光発電装置の最上部が，建築物の最上部を超えないこと。 

   三 風致地区内では 

     
太 陽 光 発 電 装 置 が 公 共 用 空 地 ＊ か ら

見える場合 

太陽光発電装置が公共用空地＊  

から見えない場合 

特別修景地域

内である場合 

原則として設置することはできませんが，

例外的に認められる場合※もありますの

で，個別具体的に御相談ください。 
色彩が，濃い灰色，黒色又は濃紺

色であること。 
特別修景地域

内でない場合 

・色彩が，濃い灰色又は黒色であること。

・屋根面から著しく突き出さないこと。 

※ 建築物全体のデザイン，門塀等の外構計画及び植栽計画が，周辺の景観特性や景観形成の 
目標に照らして総合的に判断した結果，優れていると認められる場合は，太陽光発電装置が 
目立たない程度に応じて，例外的に許可しています。 

四 歴史的風土特別保存地区内では 

原則として設置することはできません。 

五 伝統的建造物群保存地区内では 

原則として設置することはできません。 

  六 眺望空間保全区域内では 

    視点場から視対象への眺望を遮らないものとして，定められた標高を超えないものであること。 

七 近景デザイン保全区域，遠景デザイン保全区域内では 

  視点場からの眺めを阻害しないものであること。 

  （注）視点場からの眺めを阻害する場合は，設置できないことがあります。 

＊ 公共用空地とは，「道路，公園，広場，その他の公共の用に供する空地」をいいます。 

２ 地上に太陽光発電装置を設置する場合の基準 

   設置高さ，形態意匠及び色彩についての基準がありますので，担当課に御相談ください。 


